
令和６年度 瑞江第三中学校 学校経営方針 
 

江戸川区立瑞江第三中学校 

校 長  山 口  孝 

１ 教育目標 

・ 自ら学んで、自己を高める生徒       【知性】 （知） 

・ 人を大切にして、共に生きる生徒      【敬愛】 （徳） 

・ 心身が健やかで、活力のある生徒     【健康】 （体） 

 

２ はじめに 

未来を生きる子ども達には、個人として自分らしい幸せな人生を送るだけでなく、社会の一員

として、持続可能な社会の創り手になることが期待されています。 

その実現のためには、｢社会に開かれた教育課程｣を編成し、｢主体的・対話的で深い学び｣の視

点による授業改善と、｢カリキュラム・マネジメント｣の充実が必要です。 

授業改善については、タブレット等のＩＣＴを活用しながら、｢主体的・対話的で深い学び｣の

視点による｢個別最適な学び｣と｢協働的な学び｣の一体化を目指します。また、｢カリキュラム・マ

ネジメント｣については、教科等横断的な視点で各教科や各領域とのつながりをもたせた指導をし

ていきます。その際、現代社会の課題(ＳＤＧｓ等)や実社会の事象を扱った学習課題の設定や、

探究型の学習過程を重視することで、学びの基盤となる、言語能力、情報活用能力、問題発見・

解決能力等を総合的に高めていきます。 

また、２年目となる東京都体育健康教育推進校として、主体的に自分の健康課題を発見し、改

善方法を選びながら自己調整できる生徒の育成を目指します。 

 

【目指す学校像】 

学校は、生徒が友達と共に学び合い、人生の基礎づくりをする場所である。そして、教職員と

保護者と地域社会の人々が、生徒の教育活動に参加し、互いに育ち合う場所である。この営みを

通して、瑞江第三中学校は、そこに集う人々が〈夢〉と〈希望〉を育む学校でありたい。 

当面は、以下の点に力点を置き、学校経営を進めていきたいと思います。 

◎ 生徒の｢多様性｣と｢一体感｣を大切にすることで、 

全ての生徒が自分らしく育つことができる学校 

◎ 全ての生徒の学ぶ権利を保障し、全ての生徒の可能性を伸ばす学校 

Leave no one behind(誰一人取り残さない) 

◎ 全ての教職員が、教育の専門家として成長できる学校 

 

【目指す生徒像】 

「共に生きる」生徒 ―友達と共に、先生と共に、地域・社会と共に― 

①実践力のある生徒（学び、自立、自主性、リーダーシップ、自ら行動に移す力、課題対応能力） 

②他者とのかかわりを大切にする生徒（人間関係形成・社会形成能力） 

（規範意識〈ルール・マナー・モラル〉、思いやり、礼儀作法〈挨拶・返事・言葉遣い・身だしなみ〉） 

③自己と向き合える生徒（道徳性、自己理解・自己管理能力、キャリアプランニング能力） 

 



【教職員心得】 

①教育の専門職(プロフェッション)として「自ら
．．
学び続ける教職員」となる。 

（※ 専門職：社会的公共性が高く、長期にわたる養成・研修によって保証しうる専門性が不可欠な職業） 

②互いに学び合い、高め合える｢同僚性｣を構築する。 

③保護者や地域を大切にし、子どもの成長を共に応援する大人のチームとなる。 

 

３ 当面する課題と解決の方向性 

 

４ 学校経営方針 

（１）人権尊重 －自分も大切に、相手も大切に－ 

人権尊重はあらゆる場面で配慮される。学校生活でもあらゆる場面で人権尊重を心がける。 

  ① 差別や偏見のない環境づくり －共生社会の実現－ 

  ② 教育の場にふさわしい『言語環境』 

 

（２）安全・安心が保たれた学校生活 －ヒヤリ・ハットを見逃さない－ 

安全はすべてに優先する。生徒は思わぬところで事故を起こす。生徒の行動を予測して安全

管理体制を確立する。 

  ① 授業中の安全指導 

  ② 生活の仕方の安全指導 

  ③ 施設、設備の安全管理 

  ④ 生徒の視点に立った、学校内外の安全管理 

 課題 解決の方向性 主な手立て 

１ 

授業改善による

学力向上 

取組･成果目標 

・学力調査等区平均 

・誰とでも学び合い 

90％ 

・発展課題への挑戦 

80％ 

(1)｢主体的・対話的で深い学び｣

の視点による授業改善 

(2)｢子どもが学ぶ授業への転換」 

①『瑞三学びプロジェクト』の実施 

②協同的な学び(｢学び合い｣)の充実 

｢共有とジャンプ｣｢聴き合う関係｣｢つなぐ/もどす｣ 

③英語区ハンドブックの実践検証 

④学期 1回の学力測定(1･2年 1学期領テ) 

(3)家庭学習と補習の工夫  
①1人１台端末の有効活用 

②数学・英語補習の活用 

２ 

探究的な学習

活動の充実 

取組･成果目標 

・総合･読書科好き 

90％ 

(1)教科等横断的教育課程の構築 

(2)カリキュラム・マネジメント 

(3)探究的な事後学習の開発 

①ESDカレンダー(単元配列表)の活用 

②総合的な学習に時間、読書科の充実 

③SDGｓを活かした学習・活動(生徒会等) 

④ローテーション道徳、地区公開の工夫 

⑤人権課題の学習 

３ 

健康で活力ある

生活習慣づくり 

取組･成果目標 

・運動･スポ好き 

90％ 

・生活改善への取組 

80％ 

(1)体育健康に関する指導の充実 

(東京都体育健康教育推進校２年目) 

①生活改善週間の実施(学期 1回 2週間) 

②｢生活改善カード｣のデジタル化 

③睡眠、食育のＧＴによる授業 

④スポーツクラブとの連携授業の充実 

⑤保体授業の充実、長期休業中の取組 

４ 

支える生活指導

の充実 

取組･成果目標 

・QU全国平均以上 

・いじめ･不登校 

減少 

(1)学級経営の充実 

(2)いじめへの対応の充実 

(3)不登校への対応の充実 

(4)発達特性のある生徒への支援 

①ルールとリレーション(安心して生活できる学

級) 

②いじめ防止授業の開発 

③別室登校への支援体制つくり 

④特別支援教育の充実（ＵＤ、ＵＤＬ） 



  ⑤ 不審者の侵入、火災、地震など非常時の分担や職務の明確化 

  ⑥ 保護者、地域との積極的な連携 

 

（３）学習指導 －教師は授業が一番－ 

授業は、学校や教師にとって最重要なものです。｢学んでいない生徒がいない授業｣を目指す。 

① 授業の工夫・改善（｢主体的・対話的で深い学び｣の視点による授業改善） 

・｢共有｣と｢ジャンプ｣の学びによる授業デザインとグループ学習による授業 

・｢深い学び｣につながる単元計画づくりや課題の設定 

・｢瑞三学びプロジェクト｣の実施 

② ｢目標｣と｢指導と評価｣の一体化（評価を学習指導の改善に生かす） 

③ 基礎基本の定着のための、授業・家庭学習・補充学習のつながりある指導体制の確立 

④ 道徳授業の充実（考え議論する道徳の開発） 

⑤ 総合的な学習の時間、読書科の充実（探究的な学習活動の開発） 

 

（４）生活指導 －支える生活指導への転換を－ 

自己実現を図っていくための｢自己指導能力｣の育成を目指す。学校の教育活動全体を通じ、

｢自己存在感｣、｢共感的人間関係｣、｢自己決定｣の視点からの指導・援助をする。 

  ① 深い生徒理解に基づいた生徒の内面に迫る指導 

② 日常の学校生活の場面における様々な自己選択や自己決定の場や機会の提供と、その指

導過程における適切な指導と援助 

③ 生徒・保護者との信頼の確立（子供の立場、保護者の立場の理解と教師としての対応） 

④ 課題を抱える生徒への一貫性のある指導（教員個々の対応→組織的対応） 

⑤ 情報の共有化と迅速な対応 

  ⑥ いじめの早期発見・早期解決（｢学校いじめ防止基本方針｣） 

  ⑦ 不登校の初期対応の徹底と自立支援の充実（特支委員会、エンカレッジルームの活用） 

  ⑧ 発達特性への適切な支援（特支委員会、巡回指導、エンカレッジルームの活用） 

⑨ 発達支援的及び課題予防(未然防止/早期発見)的生活指導の充実（ソーシャルスキル、エ

ンカウンター、ＱＵ等の活用） 

 

（５）進路指導 －進学指導からキャリア教育へ－ 

キャリア教育の視点に立ち、望ましい勤労観・職業観の育成と主体的な進路選択ができる能

力を養う。 

  ① キャリア教育の視点の重視し、基礎的・汎用的能力を構成する４つのフィルターを通し 

て教育活動をとらえる。 

・｢人間関係・社会形成能力｣ ・｢自己理解・自己管理能力｣ ・｢課題対応能力｣ 

・｢キャリアプランニング能力｣ 

  ② 体験的学習の充実 

 

（６）特別活動・その他 －学級を安心できる場に、学びのある体験活動を－ 

集団活動を通して、集団の一員としての自覚を高める。さらに、自分の学級、学校や地域に

愛着心や誇りを持たせることで自己有用感を育てる。 

部活動は、自主的・自発的な参加により、多様な学びや経験の場、興味・関心を追及する機

会となるようにすることで、教育的意義が高まる活動を目指す。 

  ① 学級活動や生徒会活動を通した、自主的、実践的態度の育成 



  ② 行事や集会活動を通した望ましい人間関係を形成する能力の育成 

  ③ 生活習慣づくりへの取組（「生活改善カード」） 

  ④ 食や健康に関する指導の充実 

  ⑤ 体力向上への取組 

  ⑥ ボランティア活動や地域行事への積極的な参加の促進 

  ⑦ 教育的意義を高める部活動とガイドラインの遵守 

 

（７）特別支援教育 －特性に応じた手立てを－ 

生徒一人一人の能力を最大限に伸長し、乳幼児期から学校卒業後までを見通して多様な教育

を展開する。 

特別支援委員会を中心に、ＳＣ、エンカレッジルーム、ＳＳＷ、ステップサポーター等の区

支援員の活用や、教育相談機関、医療等の関係機関との積極的な連携を図る。 

  ① 生徒の教育的ニーズの把握と支援 

  ② 保護者との信頼関係の構築 

  ③ 関係機関との積極的な連携 

  ④ 発達障害等への理解と指導法の工夫 

 

（８）学校運営 －組織で動く－ 

学校がチーム(組織)として機能するために、全ての教職員が職層や組織における役割を理解

して経営に参画する。 

  ① 各分掌組織の活用（分掌、委員会等）―「組織は役割の束」― 

② ｢相連報｣の的確な実行（｢報連相｣ではなく） 

③ 計画的、効率的な働き方の推進 

（タイムマネジメント感覚を身に付け、ワーク・ライフ・バランスの充実を図る） 

  ④ 的確な事務処理（提出期限、提出先等） 

  ⑤ 『職場環境』の整備 ｢５Ｓ｣≪整理・整頓・清掃・清潔・習慣化(躾)≫ 

 

（９）法令遵守 －服務事故０－ 

①公務員・教育公務員であることを自覚し、服務事故の起こらない組織を目指す。 

②公務員・教育公務員としてコンプライアンス(法令遵守)を徹底する。 


